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北九州市告示第２５４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第４６条第２項及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定による指定障害福祉

サービス事業及び指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、法第５

１条第２号及び児童福祉法第２１条の５の２５第２号の規定により次のとおり

告示する 

令和元年１１月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定事業者に関する事項 

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者 

事業所番号 

北九州ヘルスケア

サービス八幡 

北九州市八幡東区

中央二丁目２２番

１６号 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１

号 

代表取締役 有座 宏 

特定無し 4016600043  

北九州ヘルスケア

サービス中央 

北九州市小倉北区

香春口一丁目１３

番１－３０１号 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１

号 

代表取締役 有座 宏 

特定無し 4017800063  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者 

事業所番号 

北九州ヘルスケア

サービス八幡 

北九州市八幡東区

中央二丁目２２番 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１ 

特定無し 4016600043  
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１６号 号 

代表取締役 有座 宏 

北九州ヘルスケア

サービス中央 

北九州市小倉北区

香春口一丁目１３

番１－３０１号 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１

号 

代表取締役 有座 宏 

特定無し 4017800063  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（同行援護） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者 

事業所番号 

北九州ヘルスケア

サービス八幡 

北九州市八幡東区

中央二丁目２２番

１６号 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１

号 

代表取締役 有座 宏 

特定無し 4016600043  

北九州ヘルスケア

サービス中央 

北九州市小倉北区

香春口一丁目１３

番１－３０１号 

北九州ヘルスケアサービ

ス株式会社 

北九州市小倉北区香春口

一丁目１３番１－３０１

号 

代表取締役 有座 宏 

特定無し 4017800063  

（４） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者 

事業所番号 

ぺんぎん 

北九州市八幡西区

瀬板一丁目２番１

７号 

合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポ

ート 

福岡県春日市大谷５番３

号 

代表社員 千葉高見 

重症心身

障害児以

外 

4056715180  
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（５） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設の

名称及び所在地 

事業所又は施設の設置者

の名称、主たる事務所の

所在地及び代表者名 

事業の主

たる対象

者 

事業所番号 

ぺんぎん 

北九州市八幡西区

瀬板一丁目２番１

７号 

合同会社Ｑ・Ｏ・Ｌサポ

ート 

福岡県春日市大谷５番３

号 

代表社員 千葉高見 

重症心身

障害児以

外 

4056715180  

２ 事業廃止年月日 

  令和元年９月３０日 
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北九州市公告第５０３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公

告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和元年１１月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  下水道 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

  変更する部分 曽根処理区の一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市上下水道局下水道部下水道計画課 

４ 縦覧期間 

  令和元年１１月２５日から１２月９日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

当該都市計画の変更案についての意見を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和元年１２月９日までに上記縦覧場所

に到着するように提出すること。
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和元年 号外第３号 ５ 上から２

行目 

令和元年１１月

１５日 

令和元年１１月

１８日 
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